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第７回 木曽三川下流域自然再生検討会

【規約改正】

平成30年2月27日

国土交通省 木曽川下流河川事務所



第2条 目的

8

■現行規約は、自然再生計画の作成に向けて、意見を伺うことを目的としている。

■今回、上記に加え、作成された自然再生計画の点検及び必要に応じ、見直しの検討を行っていくことを含めた目的に改正させて
いただきたい。

（目的）
第2条 検討会は、「木曽三川下流域自然再生計画」を検討するにあたり、木曽三川下流域に

関わりが深く地域の生物や環境、自然再生事業等に詳しい学識者･有識者の方々に、木
曽三川下流域の現状、変化、環境上の課題、自然再生の考え方等について、多様な視
点から意見をいただくことを目的とする。

現行規約

（目的）
第2条 検討会は、「木曽三川下流域自然再生計画」を作成するにあたり、木曽三川下流域に

関わりが深く地域の生物や環境、自然再生事業等に詳しい学識者･有識者の方々に、木
曽三川下流域の現状、変化、環境上の課題、自然再生の考え方等について、多様な視
点から意見をいただくとともに、作成後における自然環境の状況や地域の意向、社会情
勢の変化等を踏まえ実施する自然再生計画の点検及び点検結果により必要に応じて実
施する見直しに対する意見をいただくことを目的とする。

規約改正（案）



第3条 構成
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■現行規約における委員については、第6回検討会を開催した平成23年2月時点でのものであることから、現時点での所属等や氏
名に改正する。

■また自然再生をとりまく状況が変化する中、持続性のある自然再生手法等についても十分議論いただくため、委員を追加させて
いただきたい。

■委員の任期は、平成３３年３月３１日までとしたい。

委員名簿（案）

役職 氏名 所 属 等 専門等

座長
ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ

藤田 裕一郎 岐阜大学 名誉教授 河川工学

委員
ｲﾜﾀ ｼﾝｲﾁ

岩田 紳一 NPO法人木曽川文化研究会 監事 市民団体

委員
ｶﾔﾊﾞ ﾕｳｲﾁ

萱場 祐一 国立研究開発法人土木研究所 自然共生研究センター長 河川生態

委員
ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｵ

関口 秀夫 三重大学 名誉教授 底生生物・海洋

委員
ﾄﾐﾅｶﾞ ｱｷﾋﾛ

冨永 晃宏 名古屋工業大学 教授 河川工学

委員
ﾊｯﾄﾘ ｼｹﾞﾙ

服部 茂 桑名漁業協同組合連合会 代表理事会長 漁協

委員
ﾏｽﾀﾞ ﾐﾁｺ

増田 理子 名古屋工業大学 教授 保全生物、繁殖生態

委員
ﾐｳﾗ ﾋﾃﾞﾄ

三浦 秀人 海津市漁業協同組合 代表理事 組合長 漁協

委員
ﾓﾘ ｾｲｲﾁ

森 誠一 岐阜経済大学 教授 魚類

（順不同 敬称略）




